
　胃がんや胃潰瘍の原因となる「ピロリ菌」って知っていますか？
　このピロリ菌を退治することで、胃がんや胃潰瘍になるリスクを減らすこと
が出来ると言われています。今回のフォーラムでは、ピロリ菌研究の第一人者
を講師に迎え、講演を行いますので多くのご参加をお待ちしております。
▼日時／ 3月 12 日（土）　10時 30 分～ 12 時（開場 9時 45 分）
▼場所／上ノ国町総合福祉センター（ジョイ・じょぐら）　天の川ホール
▼その他／当日は、先着 30名の方にピロリ菌無料検査を実施いたします。
▼お問い合わせ／保健福祉課健康支援グループ（☎５５－４４６０）

○平成 28 年度保険料率改訂について
　平成 28 年３月分（５月２日納付期限分）より健康
保険料率は 10.15％（プラス 0.01％）、介護保険料率
1.58％（据置）となります。
　厳しい経済状況の中でございますが、なにとぞご理
解をいただきますようお願い申し上げます。

■お問い合わせ　全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部　（☎011-726-0352）

健康保険料率（北海道）
平成28年３月分
（５月２日納期分）平成28年２月分

協会けんぽ北海道支部からのお知らせ

身体障害者手帳をお持ちの皆様へ
　平成 29 年７月から、身体障害者手帳情報のマ
イナンバー制度による活用が始まります。
　制度の円滑な運用には、手帳情報の正確な登録
が不可欠であり、次の場合は「届出」や「再交付
申請」が必要になりますので、あなたやご家族が
お持ちの身体障害者手帳をご確認のうえ、早めに
お手続きください。

▼届出が必要なもの
　①氏名に変更があったとき
　②同じ市町村内で住所が変わったとき
　③他の市町村から転入したとき
　④亡くなられた方の古い手帳があるとき
▼再交付申請が必要なもの
　①何らかの事情で番号や障害名、住所などが違
　　う手帳を２冊お持ちのとき
▼このような場合はお問い合わせください。
　①障害程度等が変わったとき
　②手帳を紛失して手元にないとき
　③手帳が汚れたり破損して文字や顔写真が不鮮
　　明になっているとき

■届出・お問い合わせ
　保健福祉課　介護・自立支援グループ

障害者差別解消法が施行されます
　平成 28 年 4 月から、「障害を理由とする差別
の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」
が施行されます。
　この法律は、行政機関等や民間事業者に対し、
障害を理由とする「不当な差別的取扱いを禁止」
するとともに、障害のある人が日常生活や社会生
活を送る上での社会的障壁を取り除く「合理的配
慮の提供」を求めています。
　このことにより、障害のある人も無い人も相互
に尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し
ています。

◎合理的配慮の提供の例
　・ 車椅子使用者のために段差にスロープを設置
する。

　・ 筆談、読み上げ、手話等により意思疎通を図
る。

◎不当な差別的取扱いの例
　 　障害があるという理由だけで、サービスの提
供や入店を拒否する。

■お問い合わせ
　保健福祉課　介護・自立支援グループ
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